
 

 

 

 

令和７年１２月８日に発生した青森県東方沖地震に対して、青森県内１２市町

村に災害救助法が適用されました。青森県共同募金会では、被災されたかたを

支援する災害義援金を募集しています。 

ご協力いただける場合は、埼玉県共同募金会川口市支会（川口市社会福祉協

議会）の窓口にお越しいただくか、青森県共同募金会への振込みとなります。皆様

のご支援・ご協力をお願いいたします。 

 

１ 募金種別及び募集期間 
令和７年１２月青森県東方沖地震災害義援金（青森県共同募金会） 
令和７年１２月２４日（水）から令和８年１月３０日（金）まで 

 

２ 受付方法  

（１）現金の場合…埼玉県共同募金会川口市支会での受付 
①募金箱の設置…青木会館 2階 地域福祉課 
②窓口での受付…青木会館 2階 地域福祉課 

 

（２）振込みの場合・・青森県共同募金会へ直接のお振込みとなります。              
※振込先は次頁以降の各県共同募金会要綱を参照。 

 ※領収書の発行は数カ月要します。確定申告等で早急に領収書が 

必要なかたは、お振込みの際に金融機関で受け取る払込金受領 

証が「免税証明書」となります。 

 

３ 注意事項     

・災害義援金の受付は窓口の開所時間になります。 
・今回の募集は災害義援金のみの取り扱いとなります。 

 
４ 問い合わせ    

社会福祉法人埼玉県共同募金会 川口市支会 
（川口市社会福祉協議会 地域福祉課） 
川口市青木３－３－１ 青木会館２階 地域福祉課  

℡０４８－２５２－１２９４ 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１２月青森県東方沖地震災害義援金（青森県） 

募集について 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


